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内 

閣 

府
、
総 

務 

省
、
財 

務 

省
、 

○
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第
一
号 

 

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環 

境 

省 

 

物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
荷
主
の
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送
及
び
荷
役
等

の
効
率
化
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

内
閣
総
理
大
臣 

石
破 

 

茂 
 

 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 
 

財
務
大
臣 

加
藤 

勝
信 

 
 

文
部
科
学
大
臣 

阿
部 

俊
子 

 
 

厚
生
労
働
大
臣 

福
岡 

資
麿 

 
 

農
林
水
産
大
臣 

江
藤 

 

拓 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

武
藤 

容
治 
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国
土
交
通
大
臣 

中
野 

洋
昌 

 
 

環
境
大
臣 

浅
尾
慶
一
郎 

 
 

荷
主
の
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送
及
び
荷
役
等
の

効
率
化
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
命
令 

（
運
転
者
の
運
送
及
び
荷
役
等
の
効
率
化
の
実
施
の
原
則
） 

第
一
条 

荷
主
は
、
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項

の
基
本
方
針
に
定
め
ら
れ
た
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送

及
び
荷
役
等
の
効
率
化
の
推
進
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
そ
の
事
業
の
特
性
及
び
従
業
者
の
安
全
そ
の
他

の
必
要
な
事
情
に
配
慮
し
た
上
で
、
運
転
者
の
荷
待
ち
時
間
等
の
短
縮
及
び
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回
の

運
送
ご
と
の
貨
物
の
重
量
の
増
加
を
図
る
た
め
の
措
置
を
計
画
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回
の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重
量
の
増
加
） 
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第
二
条 

第
一
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と

し
て
有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

貨
物
の
運
送
の
委
託
の
時
か
ら
貨
物
を
引
き
渡
し
、
又
は
受
け
取
る
べ
き
時
ま
で
の
間
に
、
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
者
等
が
他
の
貨
物
と
の
積
合
せ
、
配
送
の
共
同
化
、
運
送
の
帰
路
に
お
け
る
車
両
へ
の
貨
物

の
積
載
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
時
間
を
把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
当
該

時
間
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

二 

貨
物
の
量
の
平
準
化
を
図
る
こ
と
、
貨
物
の
受
渡
し
を
行
う
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
の
集
約
を
図
る

こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
貨
物
の
出
荷
量
及
び
入
荷
量
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
。 

 

三 

配
車
計
画
及
び
運
行
計
画
を
作
成
す
る
機
能
を
有
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
行
う
こ
と
そ
の

他
の
措
置
に
よ
り
、
配
車
計
画
又
は
運
行
経
路
の
最
適
化
を
行
う
こ
と
。 
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四 

前
三
号
に
掲
げ
る
取
組
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
開
発
、
生
産
、
流
通
、
販
売
、
調
達
、

在
庫
管
理
そ
の
他
の
貨
物
の
運
送
に
関
係
す
る
業
務
に
係
る
各
部
門
間
の
連
携
を
促
進
す
る
こ
と
。 

２ 

第
二
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
よ
り
、
法
第
三
十
七
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有

効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

第
一
種
荷
主
が
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
組
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
貨
物
の
受
渡

し
を
行
う
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
に
つ
い
て
協
議
し
た
い
旨
を
申
し
出
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に

応
じ
て
、
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
取
組
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う

、
開
発
、
生
産
、
流
通
、
販
売
、
調
達
、
在

庫
管
理
そ
の
他
の
貨
物
の
受
渡
し
に
関
係
す
る
業
務
に
係
る
各
部
門
間
の
連
携
を
促
進
す
る
こ
と
。 

（
運
転
者
の
荷
待
ち
時
間
の
短
縮
） 
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第
三
条 

第
一
種
荷
主
は

、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と

し
て
有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

停
留
場
所
の
数
そ
の
他
の
条
件
に
よ
り
定
ま
る
荷
役
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
車
両
台
数
を
上
回
り
一
時

に
多
数
の
貨
物
自
動
車
が
集
貨
又
は
配
達
を
行
う
べ
き
場
所
に
到
着
し
な
い
よ
う
、
当
該
場
所
の
状
況
を

把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
貨
物
の
受
渡
し
を
行
う
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
を
分
散
さ
せ

る
こ
と
。 

二 

当
該
第
一
種
荷
主
が
管
理
す
る
施
設
に
お
い
て
到
着
時
刻
表
示
装
置
（
施
設
に
お
け
る
貨
物
の
搬
入
及

び
搬
出
の
状
況
に
係
る
情
報
並
び
に
当
該
情
報
を
利
用
し
て
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
か
ら
提
供
さ
れ

た
当
該
施
設
に
到
着
す
る
予
定
時
刻
に
係
る
情
報
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
当
該
予
定
時
刻
に

係
る
情
報
を
表
示
す
る
装
置
を
い
う
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
導
入
し
、
及
び
こ
れ
を
適
切
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に
活
用
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
貨
物
自
動
車
の
到
着
の
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
を
調
整
す

る
こ
と
。 

三 

当
該
第
一
種
荷
主
と
の
間
で
貨
物
に
係
る
寄
託
契
約
を
締
結
し
た
者
に
対
す
る
寄
託
物
の
入
庫
又
は
出

庫
の
発
注
を
早
期
に
行
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
当
該
者
が
管
理
す
る
施
設
に
お
け
る
貨
物
の
受

渡
し
を
行
う
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
。 

２ 

第
二
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
第
三
十
七
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て

有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

停
留
場
所
の
数
そ
の
他
の
条
件
に
よ
り
定
ま
る
荷
役
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
車
両
台
数
を
上
回
り
一
時

に
多
数
の
貨
物
自
動
車
が
集
貨
又
は
配
達
を
行
う
べ
き
場
所
に
到
着
し
な
い
よ
う
、
当
該
場
所
の
状
況
を

把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
貨
物
の
受
渡
し
を
行
う
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
を
分
散
さ
せ
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る
こ
と
。 

 

二 
当
該
第
二
種
荷
主
が
管
理
す
る
施
設
に
お
い
て
到
着
時
刻
表
示
装
置
を
導
入
し
、
及
び
こ
れ
を
適
切
に

活
用
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
貨
物
自
動
車
の
到
着
の
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
を
調
整
す
る

こ
と
。 

 

三 

当
該
第
二
種
荷
主
と
の
間
で
貨
物
に
係
る
寄
託
契
約
を
締
結
し
た
者
に
対
す
る
寄
託
物
の
入
庫
又
は
出

庫
の
発
注
を
早
期
に
行
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
当
該
者
が
管
理
す
る
施
設
に
お
け
る
貨
物
の
受

渡
し
を
行
う
日
及
び
時
刻
又
は
時
間
帯
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
。 

（
運
転
者
の
荷
役
等
時
間
の
短
縮
） 

第
四
条 

第
一
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と

し
て
有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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一 

パ
レ
ッ
ト
そ
の
他
の
荷
役
の
効
率
化
に
資
す
る
輸
送
用
器
具
を
導
入
す
る
こ
と
、
一
貫
パ
レ
チ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
（
輸
送
、
荷
役
又
は
保
管
の
各
段
階
に
お
い
て
同
一
の
パ
レ
ッ
ト
を
使
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
の

実
現
の
た
め
に
標
準
仕
様
パ
レ
ッ
ト
（
縦
一
・
一
メ
ー
ト
ル
、
横
一
・
一
メ
ー
ト
ル
の
パ
レ
ッ
ト
を
い

う
。
）
そ
の
他
の
標
準
化
さ
れ
た
規
格
に
適
合
す
る
パ
レ
ッ
ト
を
使
用
す
る
こ
と
、
運
転
者
の
荷
役
等
を

省
力
化
す
る
た
め
の
貨
物
の
荷
造
り
を
行
う
こ
と
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
又
は
荷
役
等
を
行
う
人
員
を
適
切

に
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
荷
役
等
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
。 

 

二 

第
二
種
荷
主
、
倉
庫
業
者
又
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
対
し
て
貨
物
に
係
る
情
報
を
事
前
に
通

知
す
る
こ
と
、
貨
物
の
品
質
又
は
数
量
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
定
め
る
契
約
の
内
容
に
適
合
す
る
か
ど
う
か

の
検
査
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
検
査
」
と
い
う
。
）
を
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
の
機
械

を
導
入
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
検
査
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
。 

 

三 

荷
役
等
に
係
る
停
留
場
所
を
貨
物
の
量
に
応
じ
て
適
正
に
確
保
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
荷
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役
等
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
。 

２ 

第
二
種
荷
主
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
第
三
十
七
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
同
号
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て

有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

検
査
を
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
の
機
械
を
導
入
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
検
査
の
効
率
化

を
図
る
こ
と
。 

二 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
又
は
荷
役
等
を
行
う
人
員
を
適
切
に
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
荷
役

等
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
。 

 

三 

荷
役
等
に
係
る
停
留
場
所
を
貨
物
の
量
に
応
じ
て
適
正
に
確
保
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
荷

役
等
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
。 

（
実
効
性
の
確
保
） 
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第
五
条 

荷
主
は
、
前
三
条
に
規
定
す
る
取
組
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。 

 

一 

貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送
及
び
荷
役
等
の
効
率
化

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
効
率
化
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
取
組
に
関
す
る
責
任
者
の
選
任
そ
の
他
の

必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
効
率
化
の
た
め
の
取
組
に
関
す
る
研
修

の
実
施
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二 

運
転
者
の
荷
待
ち
時
間
等
及
び
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回
の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重
量
の
状
況
並
び

に
効
率
化
の
た
め
に
実
施
し
た
取
組
及
び
そ
の
効
果
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
。 

 

三 

当
該
荷
主
と
の
間
で
貨
物
に
係
る
寄
託
契
約
を
締
結
し
た
者
に
対
し
、
前
二
条
に
規
定
す
る
取
組
そ
の

他
の
当
該
者
が
管
理
す
る
施
設
に
お
け
る
荷
待
ち
時
間
等
の
短
縮
の
た
め
の
取
組
に
関
す
る
提
案
を
す
る

と
と
も
に
、
当
該
者
か
ら
当
該
提
案
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
提
案
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
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講
ず
る
こ
と
。 

 

四 
物
資
の
流
通
に
係
る
デ
ー
タ
の
標
準
化
（
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
、
符
号
そ
の
他
の

事
項
を
統
一
し
、
又
は
そ
の
相
互
運
用
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措

置
に
よ
り
、
物
資
の
流
通
に
関
す
る
多
様
な
主
体
と
の
連
携
を
通
じ
た
効
率
化
の
た
め
の
取
組
の
実
施
の

円
滑
化
を
図
る
こ
と
。 

 

五 

運
送
役
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
た
価
格
の
設
定
を
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
関
係

事
業
者
が
貨
物
の
運
送
に
関
す
る
費
用
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

六 

国
、
消
費
者
、
関
係
団
体
及
び
関
係
事
業
者
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
必
要

に
応
じ
て
取
引
先
に
対
し
協
力
を
求
め
る
こ
と
。 

附 

則 

 

こ
の
命
令
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
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一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。 

 


